
 

高齢者等緊急一時入所事業の実施について 

 
 
１ 事業目的 

本事業は、在宅の高齢者等が緊急的に一時入所を必要とする場合に備え、契約期間を通じ
て、緊急利用に対応できるベッドを確保し、支援を必要とする高齢者等が速やかに一時入所
を利用できる体制を整えることで高齢者等の安全の確保と福祉の向上を図ることを目的とし、
実施します。 

 
２ 事業実施期間 

令和７年４月１日〜令和８年３月３１日 
※令和７年度の運営状況が良好で、双方合意の上、翌年度の予算が議決を経て成立した場

合には、１回を限度として翌年度に契約を更新させていただきます。 
 
３ 事業実施に向けた募集状況 
（１）募集期間 

令和６年９月１７日（火）〜１１月２９日（金） 
 
（２）募集施設数 
  ア ベッド確保事業者 市内 4 施設 
  イ 協力事業者    制限なし 
 
４ 選定法人及び実施施設 

●ベッド確保事業者 

 

法人名 実施施設名 
社会福祉法人 中川徳生会 特別養護老人ホーム ビオラ川崎 

社会福祉法人 照陽会 
特別養護老人ホーム みんなと暮らす町 
特別養護老人ホーム 陽だまりの園 
特別養護老人ホーム 太陽の園 

●協力事業者 

 
法人名 実施施設名 

社会福祉法人 和楽会 特別養護老人ホーム 夢見ケ崎 
医療法人 興生会 介護老人保健施設 ベルサンテ 

 

令和７年２月１９日 
健康福祉局高齢者事業推進課 


